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大
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樟
蔭
女
子
大
学
論
集
第
45
号
（
二
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〇
八
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要
旨 

 

奈
良
市
西
紀
寺
町
に
あ
る
璉
珹
寺
で
は
、
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
地
域
文
化
セ
ン

タ
ー
及
び
日
本
文
化
史
学
科
に
よ
っ
て
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
発
掘

調
査
や
古
文
書
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
調
査
成
果
の
一
環
と
し
て
、
奈
良

平
安
期
に
お
け
る
紀
寺
・
璉
城
寺
を
め
ぐ
る
文
献
史
料
の
検
討
を
行
な
い
、
次
の
三

点
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
一
に
、
平
城
京
の
紀
寺
・
璉
城
寺
の
初
見
は
、
厳
密
に
い

え
ば
延
暦
二
年
（
七
八
三
）
よ
り
前
に
遡
ら
な
い
点
。
第
二
に
、
紀
寺
と
璉
城
寺
が

同
一
寺
院
で
あ
る
か
ど
う
か
明
確
な
証
拠
は
な
い
が
、
紀
寺
と
璉
城
寺
の
寺
田
が
大

和
国
城
下
郡
東
辺
に
集
ま
る
こ
と
か
ら
、
両
寺
が
同
一
の
寺
院
で
あ
る
可
能
性
が
指

摘
で
き
る
点
。
第
三
に
、
光
仁
天
皇
の
母
で
あ
る
紀
橡
姫
の
国
家
的
追
善
仏
事
で
あ

る
国
忌
が
、
紀
寺
・
璉
城
寺
で
実
施
さ
れ
て
い
た
可
能
性
と
、
桓
武
天
皇
に
よ
る
光

仁
天
皇
の
血
縁
に
連
な
る
紀
氏
へ
の
梃
入
れ
の
一
環
と
し
て
、
延
暦
二
年
に
お
け
る

紀
寺
へ
の
封
戸
施
入
が
な
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
点
。 

   

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

堀 
 
 
 
 

裕 

 

は
じ
め
に 

大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
地
域
文
化
セ
ン
タ
ー
及
び
日
本
文
化
史
学
科
で
は
、
二
〇
〇

五
年
よ
り
現
在
に
至
る
ま
で
、
奈
良
市
西
紀
寺
町
に
所
在
す
る
璉
珹
寺
に
お
い
て
発

掘
調
査
と
古
文
書
調
査
を
中
心
と
し
た
総
合
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

調
査
の
糧
と
す
る
た
め
、
推
測
を
含
む
点
も
多
い
が
、
奈
良
平
安
期
の
文
献
史
料
か

ら
提
起
で
き
る
点
を
示
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
文
献
に
残
さ
れ
た
奈
良
・
平
安
期
の

紀
寺
・
璉
城
寺
に
関
す
る
記
録
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。そ
の
史
料
の
多
く
は
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
１
） 

す
で
に
福
山
敏
男
氏
が
収
集
し
、
基
礎
的
な
考
察
を
加
え
て
い
る
。
氏
を
は
じ
め
先 

学
の
研
究
成
果
を
批
判
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。 

璉
珹
寺
が
所
蔵
す
る
『
璉
城
寺
縁
起
』
に
よ
れ
ば
、
寺
の
開
基
は
八
世
紀
の
行
基

で
あ
り
、
九
世
紀
の
紀
有
常
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
、
そ
の
再
興
時
に
紀
寺
と
名
づ
け

ら
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
古
く
は
十
八
世
紀
前
半
に
完
成
し
た
村
井
古
道
の
『
奈 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
２
） 

良
坊
目
拙
解
』
が
、
後
述
す
る
『
続
日
本
紀
』
の
記
載
か
ら
、
紀
有
常
が
再
興
す
る 

以
前
の
八
世
紀
に
、
紀
寺
が
存
在
し
て
い
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
所
在
す
る

地
名
や
、
周
辺
か
ら
八
世
紀
と
考
え
ら
れ
る
古
瓦
が
出
土
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、

現
在
の
璉
珹
寺
の
周
辺
に
は
、
平
城
京
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
紀
寺
・
璉
城
寺
の
遺
跡

奈
良
平
安
期
に
お
け
る
紀
寺
・
璉
城
寺
の
基
礎
的
考
察 
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が
広
が
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
璉
珹
寺
の
所
在
地
を
条
坊
表
記
す
れ
ば
、

平
城
京
左
京
五
条
七
坊
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
平
城
外
京
の
東
南
隅
、
元
興
寺
の
す
ぐ

南
東
に
あ
た
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
紀
寺
と
い
え
ば
一
般
に
、
平
城
京
の
そ
れ
で
は
な
く
、
七
世
紀
に
あ

っ
た
紀
寺
が
想
起
さ
れ
る
。
か
つ
て
は
、
藤
原
宮
跡
の
南
方
に
あ
る
小
山
廃
寺
が
地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
３
） 

名
か
ら
紀
寺
跡
と
推
定
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
は
と
く
に
疑
問
視
す
る
意
見
が
多
い
。 

そ
の
結
果
、
七
世
紀
に
存
在
し
た
紀
寺
の
所
在
地
は
、
現
在
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
の
所
在
地
が
ど
こ
で
あ
っ
て
も
、
平
城
京
遷
都
後
に
、
平
城
京
に
も
紀
寺
が

置
か
れ
た
、
あ
る
い
は
平
城
京
に
移
建
さ
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
が
、
そ
れ
を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
４
） 

確
実
に
示
す
史
料
も
な
い
。 

 

な
お
、
本
稿
で
は
、
現
在
あ
る
寺
院
を
指
す
場
合
は
、
現
在
の
寺
号
の
「
璉
珹．
寺
」

を
用
い
る
が
、
奈
良
平
安
期
の
寺
院
を
指
す
場
合
は
、
史
料
中
に
み
ら
れ
る
「
璉
城．

寺
」
を
使
用
す
る
。 

 １ 

紀
寺
と
璉
城
寺
の
初
見
史
料 

紀
寺
の
初
見
史
料
は
、
史
料
一
に
記
さ
れ
た
、
紀
寺
の
奴
婢
に
関
す
る
記
事
で
あ

る
。
長
文
で
は
あ
る
が
、
基
本
史
料
で
あ
る
た
め
全
文
を
掲
載
す
る
。
ま
た
、
史
料

一
に
直
接
関
連
す
る
史
料
で
あ
り
、
か
つ
紀
寺
の
記
述
の
あ
る
史
料
二
、
三
も
掲
げ

て
お
く
。 

〔
史
料
一
〕『
続
日
本
紀
』
巻
第
二
十
五 

天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
七
月
丁
未
条 

丁
未
。
先 

レ

是
、
従
二
位
文
室
真
人
浄
三
等
奏
曰
「
伏
奉 

二

去
年
十
二
月
十
日
勅 

一

『
紀
寺
奴
益
人
等
訴
云 

紀
袁
祁
臣
之
女
粳
売
。
嫁 

二

木
国
氷
高
評
人
内
原
直
牟

羅 

一

。
生 

二

児
身
売
・
狛
売
二
人 

一

。
蒙 

レ

急
、
則
臣
処
分
居 

二

住
寺
家 

一

。
造 

二

工
等

食 

一

。
後
至 

二

庚
寅
編
戸
之
歳 

一

。
三
綱
校 

レ

数
、
名
為 

二

奴
婢 

一

。
因 

レ

斯
久
時
告
愬
。

分
雪
無 

レ

由
。
空
歴 

二

多
年 

一

。
于 

レ

今
屈
滯
。
幸
属 

三

天
朝
照 

二

臨
宇
内 

一

。
披 

二

陳

欝
結 

一

。
伏
望
正 

レ

名 

者
。
為 

レ

賤
為 

レ

良
。
有 

レ

因
有 

レ

果
。
浮
沈
任 

レ

理
。
其
報

必
応
。
宜 

下

存 

二

此
情 

一

。
子
細
推
勘
。
浮
沈
所 

レ

適
。
剖
判
申
聞 

上

』
者
。
謹
奉 

二

厳

勅 

一

。
捜 

二

古
記
文 

一

。
有 

二

僧
綱
所
庚
午
籍 

一

。
書 

二

寺
賤
名 

一

。
中
有 

二

奴
太
者
并

女
粳
売
及
粳
売
児
身
売
・
狛
売 

一

。
就 

レ

中
異
腹
奴
婢
皆
顕 

二

入
由 

一

。
太
者
并
児

入
由
不 

レ

見
。
或
曰
『
戸
令
曰
、
凡
戸
籍
恒
留 

二

五
比 

一

。
其
遠
年
者
依 

レ

次
除
。

但
近
江
大
津
宮
庚
午
年
籍
不 

レ

除
。
蓋
為 

二

氏
姓
之
根
本 

一

。遏 

二

姦
欺
之
乱
基 

一

歟
。

拠 

レ

此
而
言
。
猶 

レ

為 

二

寺
賤 

一

』
。
或
曰
『
賞
疑
従 

レ

重
。
刑
疑
従 

レ

軽
。
典
冊
明
文
。

何
其
不 

レ

取
。
因 

レ

斯
覆
審
。
或
可 

レ

従 

レ

浮
』
。
双
疑
聳
立
。
各
自
争 

レ

長
。
浄
三

等
庸
愚
。
心
迷 

二

孰
是 

一

。
軽
陳 

二

管
見 

一

。
伏
聴 

二

天
裁 

一

」
。
奉 

レ

勅
「
依 

二

後
判 

一

」
。

於 

レ

是
益
麻
呂
等
十
二
人
賜 

二

姓
紀
朝
臣 

一

。
真
玉
女
等
五
十
九
人
内
原
直
。
即
以

 

二

益
麻
呂 

一

為 

二

戸
頭 

一

。
編 

二

附
京
戸 

一

。
而
紀
朝
臣
伊
保
等
。
猶
疑 

レ

非 

レ

勅
。
至 

レ

是
召 

二

御
史
大
夫
従
二
位
文
室
真
人
浄
三
・
参
議
仁
部
卿
従
四
位
下
藤
原
恵
美
朝

臣
朝
獦 

一

。
入 

二

於
禁
内 

一

。
高
野
天
皇
口
勅
曰
「
前
者
。
卿
等
勘
定
而
奏
『
依 

二

庚

午
籍 

一

勘
者
可 

レ

沈
』
。
是
一
理
也
。
又
検 

二

紀
寺
遠
年
資
財
帳 

一

。
『
異
腹
奴
婢
皆

顕 

二

入
由 

一

。
粳
売
一
腹
不 

レ

見 

二

入
由 

一

。
拠 

レ

此
而
言
。
或
可 

レ

従 

レ

浮
』
。
是
亦
一

理
也
。
罪
疑
就 

レ

軽
。
先
聖
所 

レ

伝
。
是
以
従 

レ

軽
之
状
。
報
宣
已
訖
。
而
紀
朝
臣

等
猶
疑 

レ

非 

レ

勅
。
不 

レ

肯 

二

信
受 

一

。
致 

レ

今
召 

二

御
史
大
夫
文
室
真
人 

一

。
面
告 

二

其

旨 

一

。
復
召 

二

朝
獦 

一

。
副
令 

二

相
聽 

一

」
。 

〔
史
料
二
〕
『
続
日
本
紀
』
巻
第
二
十
五 

天
平
宝
字
八
年
七
月
戊
申
条 

━┓

┗━ 
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戊
申
。
遣 

レ

使
宣 

レ

詔
。
放 

二

紀
寺
奴
益
人
等
七
十
六
人 

一

従 

レ

良
。 

〔
史
料
三
〕
『
続
日
本
紀
』
巻
第
三
十
二 

宝
亀
四
年
（
七
七
三
）
七
月
庚
寅
条 

庚
寅
。
詔
免 

二

従
四
位
下
紀
益
人 

一

為 

二

庶
人 

一

。
賜 

二

姓
田
後
部 

一

。
又
去
宝
持
八

年
放
免
紀
寺
賤
七
十
五
人
。
依 

レ

旧
為 

二

寺
奴
婢 

一

。
但
益
人
一
身
者
特
従 

二

良
人 

一

。 

三
つ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
孝
謙
上
皇
（
高
野
天
皇
）
の
意
向
に
よ
っ
て
、
紀
寺
の

奴
益
人
等
は
奴
婢
の
身
分
か
ら
、
紀
朝
臣
益
人
等
と
改
め
官
僚
等
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
光
仁
朝
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
政
策
の
多
く
が
見
直
さ
れ
は
じ
め
る
と
、
そ
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
５
） 

地
位
の
ほ
と
ん
ど
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
件
に
関
す
る
先
行
研
究
も
多
い
。 

紀
寺
そ
の
も
の
に
つ
い
て
言
え
ば
、
福
山
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
天
智
九
年
（
六

七
〇
）
の
「
庚
午
籍
」
作
成
時
に
は
、
紀
氏
を
檀
越
と
す
る
紀
寺
が
す
で
に
存
在
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
６
） 

て
い
た
こ
と
を
示
す
根
拠
と
な
る
の
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
天
平
宝
字
八
年
に
紀
寺
と 

名
乗
る
寺
院
が
存
在
し
て
い
た
根
拠
と
も
な
る
。 

 

続
く
史
料
四
は
、
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
に
作
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
紀
寺

で
は
な
く
璉
城
寺
の
初
見
史
料
で
あ
る
。
史
料
五
は
、
十
四
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
も

の
で
、
や
や
時
代
は
下
る
が
、
関
連
す
る
史
料
で
あ
る
た
め
一
括
し
て
掲
載
し
た
。

な
お
史
料
五
に
お
い
て
は
、直
接
璉
城
寺
に
関
連
す
る
箇
所
で
は
な
い
が
「
禁 

レ

質 
二

寺

地 

一

。」
の
部
分
に
つ
い
て
も
検
討
の
必
要
上
掲
載
し
て
い
る
。 

〔
史
料
四
〕
『
新
抄
格
勅
符
抄
』 

新
抄
格
勅
符
第
十
巻
抄 

神
事
諸
家
封
戸 

大
同
元
年
牒 

神
封
部 

 
 
 

（
中
略
） 

 
 

一
寺
封
部 

 
 
 

（
中
略
） 

 
 

陳
城
寺 

五
十
戸

延
暦
二
年
施 

下
総
国 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

（
後
略
） 

〔
史
料
五
〕『
元
亨
釈
書
』
巻
第
二
十
三 

資
治
表
四 

桓
武 

延
暦
二
年
（
七
八
三
） 

十
有
二
月
。
禁 

レ

質 

二

寺
地 

一

。
納 

二

封
戸
于
璉
城
寺 

一

。 

史
料
四
に
よ
れ
ば
、「
陳
城
寺
」
に
対
し
て
、
延
暦
二
年
に
封
「
五
十
戸
」
が
施
入

さ
れ
て
い
る
。
史
料
五
の
『
元
亨
釈
書
』
は
、
一
見
す
る
限
り
、
史
料
四
と
同
一
の

事
柄
を
指
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
福
山
氏
は
、
史
料
四
と
史
料
五
の
関
係
を
や
や

慎
重
な
姿
勢
で
評
価
す
る
も
の
の
、
字
体
か
ら
考
え
て
も
、「
陳
城
寺
」
は
「
璉
城
寺
」

と
同
じ
と
考
え
て
よ
い
。
た
だ
し
、
福
山
氏
は
、
史
料
五
の
封
戸
施
入
記
事
を
延
暦

二
年
十
二
月
の
記
事
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
史
料
五
の
『
元
亨
釈

書
』
に
は
、
史
料
四
の
『
新
抄
格
勅
符
抄
』
に
は
な
い
施
入
月
の
情
報
が
加
わ
っ
て

い
る
こ
と
と
な
り
、
あ
る
い
は
別
の
史
料
源
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
、
や
や
詳
細
に
両
者
の
関
係
を
検
討
し
て
み
よ
う
。 

『
元
亨
釈
書
』
当
該
巻
の
記
載
方
法
は
、
年
毎
に
、
概
要
を
示
し
た
項
目
部
分
と

詳
細
を
記
述
し
た
内
容
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
史
料
五
は
、
項
目
部
分
の
み
で

あ
る
。
対
応
す
る
内
容
部
分
に
は
「
十
二
月
。
勅
曰
比
来
禁 

三

貧
民
質 

二

家
地
園
圃 

一

。

今
聞
民
間
已
止
。
僧
寺
猶
盛
。
乖 

レ

法
貪 

レ

利
。
蔑 

レ

官
慢 

レ

令
。
既
為 

二

出
塵
之
形 

一

。

還
作 

二

在
纏
之
挙 

一

。
有
司
厳
加 

二

検
校 

一

。」
と
あ
る
。
こ
れ
と
関
係
す
る
条
文
は
、『
続

日
本
紀
』
延
暦
二
年
十
二
月
戊
申
条
に
あ
る
。
文
意
が
や
や
異
な
る
点
も
あ
る
が
、

『
続
日
本
紀
』
の
記
事
そ
の
も
の
か
、
そ
こ
か
ら
抜
き
出
し
た
記
事
か
ら
再
構
成
さ

れ
て
い
る
と
考
え
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
対
応
す
る
項
目
は
、「
禁 

レ

質
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二

寺
地 

一

。」
の
部
分
の
み
で
あ
っ
て
、
「
納 

二

封
戸
于
璉
城
寺 

一

。」
で
は
な
い
。 

そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
「
禁 

レ

質 

二

寺
地 

一

。」
と
「
納 

二

封
戸
于
璉
城
寺 

一

。」

は
、
互
い
に
無
関
係
な
記
事
で
あ
り
、
後
者
が
十
二
月
で
あ
る
保
証
は
な
い
。
さ
ら

に
、『
元
亨
釈
書
』
に
お
い
て
、
月
の
明
確
で
な
い
記
事
は
、
各
年
毎
の
項
目
に
お
い

て
は
、

後
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
元
正
皇
帝
」
の
八
年
（
養
老
七
年
・

七
二
三
）
の
場
合
、
項
目
部
分
に
、「
八
年
。
春
二
月
。（
中
略
）
夏
。
秋
。
冬
。
建 

二

施
薬
・
悲
田
二
院
于
興
福
寺 

一

。」
と
あ
る
。
そ
の
文
末
の
記
事
に
つ
い
て
、
内
容
部

分
で
は
、「
是
歳
」
の
記
事
と
明
記
し
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん
「
冬
」
の
記
事
で
は
な
い
。

な
ら
ば
、「
納 

二

封
戸
于
璉
城
寺 

一

。」
も
、
月
不
明
の
延
暦
二
年
の
記
事
で
あ
る
た
め
、

各
年
毎
の
項
目
の

後
に
配
置
さ
れ
た
可
能
性
は
高
く
、
や
は
り
延
暦
二
年
の
記
事

で
あ
っ
て
も
同
年
十
二
月
の
記
事
と
は
い
え
な
い
。 

こ
の
よ
う
考
え
る
な
ら
ば
、『
元
亨
釈
書
』
の
記
事
が
、『
新
抄
格
勅
符
抄
』
の
記 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
７
） 

事
や
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
関
係
す
る
史
料
を
も
と
に
し
た
可
能
性
も
高
ま
る
。『
元
亨 

釈
書
』
の
史
料
五
の
部
分
に
お
い
て
、
現
在
知
ら
れ
て
い
な
い
内
容
を
も
っ
た
史
料

源
が
あ
っ
た
可
能
性
は
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

と
こ
ろ
で
、
八
世
紀
後
半
に
訴
え
出
た
奴
ら
の
住
む
紀
寺
は
、
一
般
に
平
城
京
に

あ
る
紀
寺
と
い
わ
れ
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
し
か
し
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
８
） 

厳
密
に
言
え
ば
、
平
城
京
に
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
明
確
な
記
載
が
な
く
、
七 

世
紀
か
ら
続
く
紀
寺
を
舞
台
に
し
て
い
る
可
能
性
も
残
る
。
他
に
傍
証
と
な
る
史
料

も
な
く
、
憶
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
今
後
の
発
掘
調
査
を
中
心
と
し
た
調
査
の
糧
と
し

て
記
載
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
史
料
四
の
場
合
、
長
岡
京
遷
都
直
前
の
記
事
で
あ

り
、
璉
城
寺
が
平
城
京
に
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
璉
城
寺
は
平

城
京
に
あ
っ
た
寺
院
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。 

以
上
、
紀
寺
と
璉
城
寺
の
初
見
史
料
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
た
。
紀
寺
が
平
城
京
に
あ

る
寺
院
を
指
す
か
ど
う
か
は
、
慎
重
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
と
、
璉
城
寺
へ
の

封
戸
施
入
は
、
月
日
不
明
の
延
暦
二
年
の
こ
と
と
し
か
言
え
な
い
点
を
指
摘
し
た
。 

 ２ 

寺
田
か
ら
み
る
紀
寺
と
璉
城
寺 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
９
） 

 

近
年
、
平
松
良
雄
氏
が
、
小
山
廃
寺
の
調
査
成
果
を
ま
と
め
る
中
で
指
摘
し
た
よ 

う
に
、
奈
良
平
安
期
の
史
料
に
み
ら
れ
る
紀
寺
と
璉
城
寺
が
、
そ
も
そ
も
同
一
寺
院

で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
厳
密
に
い
え
ば
よ
く
分
か
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
史
料
一
か

ら
史
料
三
の
『
続
日
本
紀
』
の
紀
寺
の
記
事
に
は
、
そ
れ
が
璉
城
寺
と
同
一
で
あ
る

と
は
記
さ
れ
ず
、
ま
た
史
料
四
『
新
抄
格
勅
符
抄
』
の
「
陳
城
寺
」
の
記
事
に
も
、

そ
れ
が
紀
寺
と
同
一
と
は
記
さ
な
い
。
両
者
が
同
一
と
す
る
お
も
な
論
拠
は
、
時
代

の
下
る
『
璉
城
寺
縁
起
』
や
璉
珹
寺
が
所
在
す
る
地
名
、
璉
珹
寺
周
辺
か
ら
八
世
紀

の
古
瓦
が
出
土
す
る
こ
と
な
ど
に
限
ら
れ
る
。 

そ
こ
で
、
推
測
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
が
、
両
者
が
同
一
寺
院
で
あ
る
可
能
性
を

傍
証
す
る
と
思
わ
れ
る
点
を
寺
田
の
分
布
か
ら
指
摘
し
た
い
。 

〔
史
料
六
〕
『
東
大
寺
要
録
』
巻
第
六
所
引
「
湛
照
僧
都
分
付
帳
」 

湛
照
僧
都
分
付
帳
云 

（
中
略
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雑
役
免 

大
和
国 

 
 
 

（
中
略
） 

 
 

城
下
郡
三
十
八
町 
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不
輸
田
廿
町
一
段
三
百
歩 

 
 
 

公
田
畠
十
七
町
八
段
六
十
歩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南
市
安 

 
 

中
西
庄
八
町
八
段
二
百
歩 

 
 
 

不
輸
租
田
六
町
二
百
四
十
歩 

 
 
 
 

東
大
寺
念
仏
院
田
八
段 

木
寺
三
町
一
段 

 
 
 
 

神
戸
田
八
段 
左
京
職
一
町
三
段
三
百
歩 

 
 
 

公
田
二
町
七
段
三
百
廿
歩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
10
） 

〔
史
料
七
〕
「
興
福
寺
大
和
国
雑
役
免
坪
付
帳
」
〔
平
安
遺
文
四
六
三
九
〕 

 
 

興
福
寺 

（
中
略
） 

 

二
町
一
反
三
百
歩 

蓮
城
寺
田 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
四
反
） 

 
 
 
 

百
八
十
歩 

糸
井
南
庄 

八
反 

中
南
荘 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
九
） 

 
 
 
 

 

段
百
廿
歩 

曽
我
部
庄 

（
中
略
） 

城
下
東
郷
二
百
六
十
五
町
七
反
廿
八
歩 

（
中
略
） 

糸
井
南
庄
十
八
町
三
反
百
卌
歩
（
割
注
略
） 

 

（
中
略
） 

蓮
城
寺
田
四
反
半 

十
六
条
四
里
十
一
々 

（
中
略
） 

 
 

中
南
庄
十
四
町
一
反
半 

 
 
 

（
中
略
） 

 

蓮
城
寺
田
八
反 

十
五
条
四
里
廿
坪 

（
中
略
） 

 
 

曽
我
部
庄
七
町
六
反
小 

 
 
 

（
中
略
） 

蓮
城
寺
田
九
反
小 

十
五
条
三
里
廿
五
坪 

（
中
略
） 

 

延
久
二
年
九
月
廿
日 

知
事
法
師 

長
円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

権
専
当
法
師
尋
慶 

史
料
六
に
あ
る
「
湛
照
僧
都
」
は
、
貞
元
三
年
（
九
七
八
）
九
月
か
ら
永
観
二
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
11
） 

（
九
八
四
）
二
月
ま
で
東
大
寺
別
当
を
勤
め
た
人
物
で
あ
る
。
福
山
氏
は
、
東
大
寺 

の
「
雑
役
免
」
の
中
に
は
、
城
下
郡
中
西
庄
の
中
に
「
木
寺
三
町
一
段
」
と
あ
り
、

こ
れ
が
平
城
京
の
紀
寺
・
璉
城
寺
の
田
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
こ
の
中
西
庄

は
、
現
田
原
本
町
の
東
部
の
大
字
為
川
南
小
字
中
西
、
大
字
金
沢
小
字
中
西
、
西
部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
12
） 

の
大
字
宮
古
小
字
中
西
の
い
ず
れ
か
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。 

史
料
七
の
延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）
九
月
二
十
日
の
「
興
福
寺
大
和
国
雑
役
免
坪

付
帳
」
に
は
、「
蓮
城
寺
田
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
福
山
氏
は
、
こ
の
「
蓮
城
寺
」

が
「
璉
城
寺
」
と
同
一
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
ら
の
場
所
は
、
城
下
東

郷
に
あ
る
興
福
寺
領
糸
井
南
庄
の
十
六
条
四
里
十
一
坪
、
同
中
南
庄
の
十
五
条
四
里

廿
坪
、
同
曽
我
部
庄
の
十
五
条
三
里
二
十
五
坪
の
三
箇
庄
に
散
在
す
る
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
13
） 

 

さ
ら
に
『
大
和
国
条
里
復
元
図
』
に
よ
れ
ば
、
史
料
七
の
糸
井
南
庄
に
含
ま
れ
、 

「
蓮
成
寺
田
」
が
あ
っ
た
十
六
条
四
里
十
一
坪
を
見
る
と
、
そ
の
す
ぐ
南
東
の
十
五
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坪
に
は
「
木
寺
」
の
字
名
が
残
っ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
寺
田
の
分
布
を
改
め
て
確
認
す
る
と
、
中
西
庄
の
候
補
の
一
つ
で
あ
る

大
字
宮
古
小
字
中
西
を
除
け
ば
、
す
べ
て
城
下
郡
の
東
辺
に
あ
た
る
十
五
条
三
里
・

十
六
条
三
里
・
同
四
里
、
十
七
条
四
里
に
集
中
し
て
い
る
。
現
在
の
地
名
で
言
え
ば
、

天
理
市
南
西
部
か
ら
田
原
本
町
東
部
の
市
町
堺
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
東
大
寺
や
興
福
寺
の
雑
役
免
田
の
史
料
や
現
在
の
地
名
か
ら
、
こ
の

地
域
一
帯
に
、「
蓮
城
寺
」
と
「
紀
（
木
）
寺
」
の
寺
田
が
集
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
東
大
寺
や
興
福
寺
の
「
雑
役
免
」
と
関
わ
ら
な
い
「
蓮
城
寺
田
」
や
「
紀
（
木
）

寺
田
」
が
な
お
多
く
存
在
し
た
可
能
性
は
充
分
あ
る
。
こ
の
一
帯
に
紀
寺
・
璉
城
寺 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
14
） 

の
寺
田
が
ど
の
よ
う
な
由
来
で
成
立
し
た
の
か
は
、
な
お
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、 

近
傍
に
両
者
の
名
称
が
残
存
す
る
点
は
、
あ
る
い
は
璉
城
寺
と
紀
寺
が
、
同
一
寺
院

で
あ
る
傍
証
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
推
測
は
、「
蓮
城
寺
」
と
「
璉

城
寺
」
が
同
じ
で
あ
る
と
の
前
提
が
あ
る
。 

寺
田
に
関
連
し
て
、
合
わ
せ
て
十
二
世
紀
後
半
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
史
料
八
を

紹
介
す
る
。 

〔
史
料
八
〕
「
一
条
院
信
円
証
判
近
衛
基
通
長
者
宣
」
〔
春
日
大
社
文
書
二
二
〇
、
平

安
遺
文
補
四
二
四
〕 

 
 
 
 
 

（
花
押
） 

春
日
八
講
衆
申
平
岡
社
神
主
職
并
縁
起
聖
人
押
取
所
々
領
事 

 

以 

二

別
会
五
師
状 

一

奏
聞
之
処
、
院
宣
如 

レ

此
、
且
可 

下

令 

レ

下 

二

知
此
旨 

一

給 

上

。 

八
条
院
重
令 

レ

申
給
須
恵
庄
事 

 

沙
汰
未
断
之
間
、
可 

レ

停 

三

止
苅 

二

取
夏
物 

一

之
由
、
可 

下

令 

二

下
知 

一

給 

上

。 

藤
原
顕
子
申
僧
尋
秀
沽
却
璉
城
寺
仏
聖
燈
油
田
事 

 
 

如 

レ

状
者
母
子
争
論
歟
、
所 

レ

為
已
背 

二

憲
章 

一

、且
可 

下

令 

レ

停 

二

止
件
沽
却 

一

給 

上

、

若
又
有 

二

由
緒 

一

者
可 

レ

申 

二

子
細 

一

歟
。 

勝
円
申
金
峯
山
僧
寛
基
押
妨
檜
前
寺
領
丹
原
庄
事 

 
 

問 

二

金
峯
山 

一

可 

下

令 

二

言
上 

一

給 

上

。 

隆
継
法
橋
申
南
淵
寺
国
栖
庄
事 

 
 

申
状
并
證
文
如 

レ

此
、
如 

レ

状
者
当
時
知
行
無 

二

相
違 

一

歟
、
但
問 

二

道
継
後
家 

一

可 

下 

 
 

令 

二

申
上 

一

給 

上

、
如
何
。 

以
前
条
々
、
依 

二 

長
者
宣 

一

言
上
如 

レ

件
。 

 
 
 
 

五
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
中
弁

在
判 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
15
） 

 
 
 

進
上 

駿
河
上
座
御
房 

「
母
子
争
論
歟
」
と
さ
れ
る
「
藤
原
顕
子
」
と
「
僧
尋
秀
」
の
訴
訟
に
よ
っ
て
、

十
二
世
紀
後
半
に
も
「
璉
城
寺
仏
聖
燈
油
田
」
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
点
か

ら
「
璉
城
寺
」
は
、
た
と
え
衰
退
し
て
い
た
と
し
て
も
、
な
お
存
続
し
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
管
見
の
限
り
、
こ
の
後
璉
城
寺
関
係
す
る
史
料
は
、
中
世
後

期
ま
で
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
点
、
今
後
の
文
献
史
料
の
精
査
の
必
要
と
、
発
掘
調

査
の
進
展
を
俟
つ
。 

 
３ 
紀
橡
姫
と
紀
寺
・
璉
城
寺 

 

平
城
京
紀
寺
・
璉
城
寺
が
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
た
時
期
は
、
八
世
紀
後
半
の
光
仁
・ 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  
 

  
  

 

（
16
） 

桓
武
朝
に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
角
田
文
衛
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
光
仁 

天
皇
が
即
位
す
る
と
、
天
皇
の
母
で
あ
る
故
紀
橡
姫
に
、
皇
太
后
が
贈
ら
れ
た
こ
と
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や
、
そ
の
一
族
で
あ
る
紀
氏
へ
の
厚
遇
が
始
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
。
角
田
氏
は
、
紀

氏
の
氏
長
者
で
あ
る
紀
伊
保
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
奴
婢
か
ら
成
り
上
が
っ
た
紀

益
人
ら
の
地
位
が
、
史
料
三
の
宝
亀
四
年
（
七
七
三
）
に
な
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
失
わ

れ
た
の
も
こ
う
し
た
紀
氏
の
興
隆
が
背
景
に
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
の
点
を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
17
） 

踏
ま
え
て
、
紀
橡
姫
に
関
連
し
て
二
つ
の
点
を
指
摘
し
た
い
。 

 

第
一
に
、
紀
寺
・
璉
城
寺
に
お
い
て
紀
橡
姫
の
国
忌
が
実
施
さ
れ
た
可
能
性
で
あ

る
。
国
忌
と
は
、
国
家
的
に
行
う
追
善
仏
事
で
あ
り
、
日
本
で
は
そ
の
お
も
な
対
象

は
天
皇
や
皇
后
で
あ
る
。 

 

光
仁
天
皇
が
即
位
し
た
時
に
は
、
す
で
に
父
で
あ
る
施
基
皇
子
は
霊
亀
二
年
（
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
18
） 

一
六
）
八
月
九
日
に
、
没
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
亡
父
施
基
皇
子
に
対
し
て
は
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
19
） 

宝
亀
元
年
十
一
月
に
天
皇
号
を
追
贈
し
、
翌
年
五
月
に
は
「
始
設 

二

田
原
天
皇
八
月
九 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
20
） 

日
忌
斎
於
川
原
寺 

一

」
と
あ
っ
て
国
忌
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
墓
も
国
家
的
な 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
21
） 

営
墓
で
あ
る
山
陵
と
称
し
た
。
一
方
亡
母
で
あ
る
紀
橡
姫
も
、
和
銅
二
年
（
七
〇
九
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
22
） 

九
月
十
四
日
に
没
し
て
お
り
、
施
基
皇
子
に
遅
れ
な
が
ら
皇
太
后
を
追
贈
さ
れ
た
ほ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
23
） 

か
、
国
忌
や
山
陵
も
設
定
さ
れ
て
い
る
。『
続
日
本
紀
』
宝
亀
二
年
十
二
月
丁
卯
条
に 

よ
れ
ば
「
丁
卯
。
勅
。
先
妣
紀
氏
。
未 

レ

追 

二

尊
号 

一

。
自
今
以
後
。
宜 

レ

奉 

レ

称 

二

皇
太

后 

一

。
御
墓
者
称 

二

山
陵 

一

。
其
忌
日
者
亦
入 

二

国
忌
例 

一

。
設
斎
如 

レ

式
」
。
と
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
亡
父
の
国
忌
実
施
場
所
に
つ
い
て
は
、
川
原
寺
で
行
っ
た
こ
と
が
記 

 
 

（
24
） 

録
に
あ
る
が
、
紀
橡
姫
の
国
忌
に
つ
い
て
は
、
実
施
さ
れ
た
寺
院
の
記
録
が
な
い
。 

八
世
紀
に
お
け
る
藤
原
氏
出
身
の
后
の
国
忌
・
忌
日
法
会
は
、
藤
原
宮
子
は
東
大
寺

戒
壇
院
で
、
光
明
皇
后
は
法
華
寺
阿
弥
陀
浄
土
院
で
の
設
斎
や
興
福
寺
で
の
講
経
を
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
25
） 

藤
原
乙
牟
漏
は
興
福
寺
で
実
施
し
て
い
る
。
八
世
紀
に
お
け
る
国
忌
は
、
故
人
と
関 

係
の
深
い
寺
院
で
行
う
の
が
原
則
で
あ
り
、
興
福
寺
で
実
施
さ
れ
る
場
合
は
、
も
ち

ろ
ん
そ
れ
が
藤
原
氏
の
氏
寺
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
紀
橡
姫
の
場
合
、
出
身
氏
族
の

拠
点
的
寺
院
で
あ
る
点
を
鑑
み
れ
ば
、
恐
ら
く
は
紀
寺
、
す
な
わ
ち
璉
城
寺
が
国
忌

実
施
の
寺
院
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。 

つ
ま
り
、
平
城
京
紀
寺
・
璉
城
寺
が
、
光
仁
朝
に
興
隆
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

紀
橡
姫
の
国
忌
と
い
う
具
体
的
な
法
会
が
実
施
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
毎
年
九
月

十
四
日
に
は
、
官
僚
や
僧
侶
、
紀
氏
の
一
族
が
国
家
の
要
請
の
も
と
で
、
紀
寺
・
璉

城
寺
に
結
集
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

第
二
に
、
史
料
四
に
よ
れ
ば
、
延
暦
二
年
（
七
八
三
）
に
封
戸
が
与
え
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
桓
武
天
皇
に
よ
っ
て
、
光
仁
天
皇
を
重
視
す
る
政
策
の
一
環
で
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。 

具
体
的
な
施
入
の
目
的
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
そ
も
そ
も
封
戸
施
入
そ
れ
自
体

は
、
寺
院
に
と
っ
て
特
別
な
待
遇
で
あ
り
、
璉
城
寺
が
桓
武
天
皇
に
と
っ
て
重
要
な

寺
院
で
あ
っ
た
と
す
る
推
測
は
許
さ
れ
よ
う
。 

そ
の
上
で
、
延
暦
二
年
と
い
う
時
期
に
注
目
し
た
い
。
前
年
に
大
安
寺
及
び
諸
国

国
分
寺
・
国
分
尼
寺
で
光
仁
太
上
天
皇
の
一
周
忌
を
終
え
、
翌
年
に
は
長
岡
京
遷
都 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
26
） 

の
計
画
が
始
ま
る
時
に
あ
た
る
。 

こ
れ
ま
で
も
桓
武
天
皇
に
よ
る
父
光
仁
天
皇
重
視
の
政
策
は
、
様
々
な
視
点
か
ら

論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
贈
位
・
贈
官
と
外
戚
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る 

 
 
 
 
 
 
 

（
27
） 

北
村
有
貴
江
氏
の
研
究
を
取
り
上
げ
た
い
。
光
仁
天
皇
の
天
長
節
で
あ
る
宝
亀
十
年 

十
月
十
三
日
に
は
、
光
仁
天
皇
の
外
祖
父
で
あ
る
紀
諸
人
へ
の
従
一
位
追
贈
が
行
わ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
桓
武
天
皇
の
即
位
後
の
延
暦
四
年
五
月
三
日
に
は
、
父
方
の
外
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曽
祖
父
母
で
あ
る
紀
諸
人
と
道
公
真
妹
へ
の
追
贈
が
行
わ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
桓

武
天
皇
の
母
方
の
外
祖
父
母
で
あ
る
高
野
乙
継
や
土
師
真
妹
ら
へ
の
追
贈
は
、
延
暦

九
年
十
二
月
一
日
ま
で
下
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
北
村
氏
は
、
延
暦
年
間
の
比
較
的

早
い
時
期
に
お
い
て
、
桓
武
天
皇
に
よ
る
光
仁
天
皇
重
視
の
姿
勢
を
読
み
取
っ
て
い

る
。 こ

の
よ
う
な
点
か
ら
延
暦
二
年
に
お
い
て
光
仁
天
皇
の
祖
先
に
連
な
る
紀
氏
の
氏

寺
へ
の
封
戸
施
入
が
、
桓
武
天
皇
に
よ
る
光
仁
天
皇
重
視
の
政
策
の
一
環
と
考
え
る

こ
と
も
強
ち
的
外
れ
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

お
わ
り
に 

 

奈
良
平
安
期
に
お
け
る
紀
寺
・
璉
城
寺
を
め
ぐ
る
文
献
史
料
を
検
討
し
、
そ
の
問

題
と
な
る
点
を
三
点
あ
げ
た
。
第
一
に
、
平
城
京
に
お
け
る
紀
寺
・
璉
城
寺
の
初
見

史
料
が
、
厳
密
に
い
え
ば
延
暦
二
年
（
七
八
三
）
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
紀
寺
・

璉
珹
寺
の
寺
田
の
分
布
か
ら
、
両
寺
が
同
一
の
寺
院
で
あ
る
可
能
性
を
改
め
て
指
摘

し
た
こ
と
。
第
三
に
、
光
仁
天
皇
の
母
で
あ
る
紀
橡
姫
の
国
忌
が
紀
寺
・
璉
城
寺
で

実
施
さ
れ
た
可
能
性
と
、
桓
武
天
皇
に
よ
る
光
仁
天
皇
を
重
視
す
る
姿
勢
を
背
景
に
、

紀
寺
・
璉
城
寺
へ
の
封
戸
施
入
が
な
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
推
測
に
渡
っ
た

点
が
多
く
、
現
在
の
史
料
の
検
討
は
も
と
よ
り
、『
璉
城
寺
縁
起
』
な
ど
の
記
録
や
発

掘
成
果
と
の
つ
き
合
わ
せ
な
ど
未
着
手
の
部
分
も
多
い
。
今
後
の
検
討
の
基
礎
と
な

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 

後
に
、
『
璉
珹
寺
物
語
』
の
編
纂
を
目
的
に
、
「
璉
珹
寺
友
の
会
」
が
璉
珹
寺
に

つ
い
て
の
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
点
も
付
記
し
て
お
く
。 

 

注 （
１
）
福
山
敏
男
「
紀
寺
」
及
び
そ
の
補
記
（
『
奈
良
朝
寺
院
の
研
究
』
綜
芸
舎
、
一
九
七
八
年
、

原
著
一
九
四
八
年
）
。
以
後
特
に
注
記
し
な
い
が
、
福
山
氏
の
説
は
す
べ
て
こ
の
論
文
か
ら

の
引
用
で
あ
る
。 

（
２
）
『
奈
良
坊
目
拙
解
』
巻
第
六
（
『
奈
良
市
史
編
集
審
議
会
会
報
』
一
、
一
九
六
三
年
）
。 

（
３
）
森
郁
夫
「
紀
氏
の
寺
」（
『
求
真
能
道
』
歴
文
堂
書
房
、
一
九
八
八
年
）
、
小
澤
毅
「
藤
原

京
の
条
坊
と
寺
院
占
地
」
（
『
日
本
古
代
宮
都
構
造
の
研
究
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、

初
出
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
。 

（
４
）
森
郁
夫
「
紀
氏
の
寺
」
（
前
掲
）。 

（
５
）
角
田
文
衛
「
紀
寺
の
奴
―
奈
良
時
代
に
お
け
る
私
奴
婢
の
解
放
問
題
―
」
（
『
角
田
文
衛

著
作
集
第
三
巻 

律
令
国
家
の
展
開
』
法
蔵
館
、
一
九
八
五
年
、
初
出
一
九
五
五
年
）
、
岸

俊
男
『
藤
原
仲
麻
呂
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
）
、
松
崎
英
一
「
紀
寺
の
奴
―
天
平

宝
字
八
年
七
月
丁
未
紀
の
再
検
討
―
」（
『
九
州
史
学
』
第
五
九
号
、
一
九
七
六
年
）
な
ど
。 

（
６
）
福
山
氏
は
、
庚
午
の
頃
に
工
人
が
作
事
に
従
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
紀
寺
は
凡
そ
天
智

天
皇
の
頃
に
創
立
せ
ら
れ
た
寺
の
や
う
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。 

（
７
）
そ
の
よ
う
に
言
う
た
め
に
は
、
両
史
料
の
記
載
方
法
の
違
い
も
問
題
と
な
る
。
た
だ
し
、

『
元
亨
釈
書
』
巻
二
十
三
に
お
い
て
、
寺
院
へ
の
封
戸
施
入
記
事
は
、
一
般
に
「
納 

二

封
戸

于
○
○
寺 

一

」
と
記
載
し
て
い
る
た
め
、
編
纂
の
段
階
で
記
載
方
法
に
統
一
が
図
ら
れ
た

可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、「
廃
帝
」
の
六
年
（
天
平
宝
字
六
年
）
に
「
納 

二

封
戸
于 

木
寺 

一

」

と
あ
る
点
も
注
意
さ
れ
る
。『
新
抄
格
勅
符
抄
』
で
は
、
天
平
宝
字
七
年
施
入
と
し
て
一
年

ず
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
年
紀
の
入
っ
た
記
事
は
、
現
存
す
る
史
料
で
は
他
に
な
い
。『
元
亨
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釈
書
』
が
掲
載
す
る
寺
封
の
記
事
の
一
部
が
、『
新
抄
格
勅
符
抄
』
か
、
そ
れ
と
関
係
す
る

史
料
を
も
と
に
編
纂
さ
れ
た
可
能
性
は
や
は
り
残
る
。 

（
８
）
平
松
良
雄
「
紀
寺
（
小
山
）
」（
『
続
明
日
香
村
史
』
上
巻
、
二
〇
〇
六
年
）
は
「
天
平
宝

字
七
年
十
二
月
で
は
平
城
京
内
に
紀
寺
が
あ
り
、
同
僧
綱
所
で
寺
奴
婢
の
管
理
が
行
わ
れ

た
」
と
す
る
。 

（
９
）
平
松
良
雄
「
紀
寺
（
小
山
）」
（
前
掲
）。 

（
10
）
奈
良
文
化
財
研
究
所
所
蔵
写
真
版
「
興
福
寺
大
和
国
雑
役
免
坪
付
帳 

東
諸
郡
」
に
よ

り
字
句
を
変
更
し
た
。 

（
11
）「
東
大
寺
別
当
次
第
」（
『
群
書
類
従
』
第
四
輯
）。
な
お
、
寛
朝
が
次
の
東
大
寺
別
当
に

任
命
さ
れ
た
永
観
二
年
二
月
二
十
三
日
官
牒
に
は
「
権
少
僧
都
湛
照
不
治
替
」
（
『
大
日
本

古
文
書 

家
わ
け
第
十
八 

東
大
寺
文
書
之
一
』
四
一
・
四
二
頁
）
と
あ
る
。 

（
12
）
「
中
西
庄
」
（
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
三
〇
巻 

奈
良
県
の
地
名
』
平
凡
社
、
一
九
八

一
年
）
。 

（
13
）
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
『
大
和
国
条
里
復
元
図 

― 

大
和
国
条
里
の
総
合
的

研
究 

地
図
編 

― 

』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）。 

（
14
）
こ
れ
ら
の
寺
田
は
、
七
世
紀
か
ら
あ
る
紀
寺
の
寺
田
で
あ
っ
た
も
の
が
、
平
城
京
の
紀

寺
・
璉
城
寺
の
寺
田
へ
と
継
承
さ
れ
た
可
能
性
や
、
あ
る
い
は
七
世
紀
か
ら
あ
る
紀
寺
が

な
お
残
っ
て
お
り
、
そ
の
寺
田
で
あ
る
可
能
性
も
無
い
訳
で
は
な
い
。 

（
15
）
本
文
書
の
年
代
比
定
は
、
ま
ず
八
条
院
の
院
号
宣
下
の
応
保
元
年
（
一
一
六
一
）
十
二

月
か
ら
、
没
す
る
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
六
月
ま
で
の
間
と
な
る
。
史
料
中
に
登
場
す

る
寛
基
は
、
元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
三
月
五
日
「
金
剛
峯
寺
下
政
所
三
方
百
姓
等
起
請

文
」
（
『
平
安
遺
文
』
四
二
三
七
）
に
も
現
わ
れ
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
宛
所
と
な
る

「
駿
河
上
座
御
房
」
は
、『
平
安
遺
文
』
や
『
春
日
大
社
文
書
』
で
は
、
憲
清
に
比
定
す
る
。

文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
三
月
十
二
日
「
興
福
寺
別
当
御
教
書
」
及
び
同
年
三
月
十
三
日

「
藤
氏
長
者
宣
」
（
『
鎌
倉
遺
文
』
補
一
〇
・
一
一
）
よ
り
「
上
座
憲
清
」
と
「
駿
河
上
座

御
房
」
が
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
三
月
「
興
福
寺
政
所
下

文
」（
『
平
安
遺
文
』
四
〇
八
一
）
に
も
「
上
座
憲
清
」
と
あ
る
が
、『
古
記
部
類
』
秋
に
は
、

「
文
治
五
年
上
座
法
橋
憲
清
、
寿
永
二
年
二
月
九
日
転
任
上
座

六
十

六

、
隠
岐
院
・
九
条
殿
、

文
治
五
年
十
一
月
卅
日
叙
法
橋

七
十

二

春
日
行
幸
賞
」
（
『
大
日
本
史
料
』
第
四
編
二
巻
、
八
三

二
頁
）
と
あ
る
。 

（
16
）
角
田
文
衛
「
紀
寺
の
奴
―
奈
良
時
代
に
お
け
る
私
奴
婢
の
解
放
問
題
―
」
（
前
掲
）。 

（
17
）
近
年
、
岩
佐
光
晴
氏
は
、
璉
珹
寺
が
所
蔵
す
る
聖
観
音
菩
薩
立
像
に
つ
い
て
、
従
来
の

年
代
観
を
遡
ら
せ
、
奈
良
末
の
作
品
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
同
時
期

に
お
け
る
紀
氏
の
興
隆
と
の
関
連
を
論
じ
て
い
る
。
岩
佐
光
晴
「
初
期
一
木
彫
の
世
界
」

及
び
璉
珹
寺
所
蔵
「
聖
観
音
菩
薩
立
像
」
作
品
解
説
（
東
京
国
立
博
物
館
・
読
売
新
聞
東

京
本
社
文
化
事
業
部
編
『
特
別
展 

仏
像 

一
木
に
こ
め
ら
れ
た
祈
り
』
読
売
新
聞
東
京

本
社
、
二
〇
〇
六
年
、
三
七
～
五
二
、
二
五
九
頁
）
。 

（
18
）
『
類
聚
三
代
格
』
宝
亀
三
年
五
月
八
日
勅
。 

（
19
）
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
十
一
月
甲
子
条
。 

（
20
）
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
二
年
五
月
甲
寅
条
。 

（
21
）
『
類
聚
三
代
格
』
宝
亀
三
年
五
月
八
日
勅
。 

（
22
）
『
類
聚
三
代
格
』
宝
亀
三
年
五
月
八
日
勅
。 

（
23
）『
続
日
本
紀
』
光
仁
天
皇
即
位
前
紀
、
宝
亀
二
年
十
二
月
丁
卯
条
、『
類
聚
三
代
格
』
宝

亀
三
年
五
月
八
日
勅
、
宝
亀
三
年
九
月
十
三
日
勅
。
各
史
料
間
で
、
贈
皇
太
后
や
国
忌
・
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山
陵
を
設
定
す
る
年
月
日
が
異
な
る
。 

（
24
）
施
基
皇
子
の
国
忌
実
施
寺
院
は
、
宝
亀
元
年
に
は
川
原
寺
で
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、『
新

撰
年
中
行
事
』
八
月
に
「
九
日
国
忌

元
興
寺 

 
 

田
原
天
皇
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
安
初
期
ま

で
に
璉
城
寺
の
北
に
あ
る
元
興
寺
に
移
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
長
岡
京
や
平
安
京
遷
都
に

と
も
な
う
措
置
と
考
え
ら
れ
る
が
、
元
興
寺
を
選
択
し
た
理
由
は
も
う
一
つ
明
確
で
無
い
。

元
興
寺
が
璉
城
寺
と
近
接
し
て
い
る
点
や
、
少
な
く
と
も
近
世
よ
り
璉
珹
寺
に
隣
接
し
て

崇
道
天
皇
社
が
あ
る
点
な
ど
、
周
辺
の
地
理
的
環
境
と
も
関
連
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

（
25
）
古
瀬
奈
津
子
「
『
国
忌
』
の
行
事
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
古
代
王
権
と
儀
式
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
九
一
年
）。 

（
26
）
『
続
日
本
紀
』
延
暦
元
年
十
二
月
壬
子
条
、
同
辛
未
条
、
延
暦
三
年
五
月
癸
未
条
、
同

丙
戌
条
な
ど
。 

（
27
）
北
村
有
貴
江
「
贈
官
と
し
て
の
太
政
大
臣
―
摂
関
制
成
立
の
前
史
と
し
て
―
」（
『
寧
楽

史
苑
』
四
五
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
。 

 

付
記 

本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
度
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
・
特
別
研
究
費
の
研
究
成
果

の
一
部
で
あ
る
。 

 


